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【第１章】はじめに 

 

１．目的 

三郷市建築物耐震改修促進計画（以下、「本計画」という。）は、

建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、「耐震改修促進法」

という。）第６条第１項の規定により、埼玉県が策定した「埼玉県

建築物耐震改修促進計画」に基づき策定するものである。 

本計画は、昭和５６年５月３１日以前に工事着手し、建築され

たいわゆる旧耐震基準の建築物の耐震化などを図ることで、地震

発生時の被害を軽減することを目的とする。 

なお、本計画は、第５次三郷市総合計画１）、三郷市地域防災計

画２）及び三郷市国土強靭化地域計画３）と整合が図られている。  

                             参 考 資 料 １  埼 玉 県 建 築 物 耐 震 改 修 促 進 計 画  

                             参 考 資 料 ２  地 震 と建 築 基 準 法 等 の変 遷         

 

２．埼玉県及び三郷市の被害想定 

県では、平成２４・２５年の被害想定調査で５つの地震（東京

湾北部地震、茨城県南部地震、元禄型関東地震、関東平野北西縁

断層帯地震、立川断層帯地震）を想定し、被害予測をしている。 

なかでも、被害想定調査実施時点（平成２６年３月）において、

３０年以内の発生確率が７０％とされ､市全体の被害が最も大き

いとされる東京湾北部地震では、全壊数１,１８９棟、半壊数３,

３３１棟、死者・負傷者が最も多い冬の朝５時（風速８ｍ／ｓ）

でそれぞれ死者４２人・負傷者４０２人、一週間後の避難者数が

８,６７８人（冬１８時、風速８ｍ／ｓ）と想定している。 

   参 考 資 料 ３  埼 玉 県 地 震 被 害 想 定 調 査  

   参 考 資 料 ４  三 郷 市 の被 害 想 定  

   参 考 資 料 ５  大 地 震 による建 築 物 の損 傷 （ イメー

ジ）  
 
１）三郷市総合計画・・・・・・・三郷市自治基本条例第１６条に基づいて策定される計画で、総

合的かつ計画的な行政運営を行うための市の最上位計画  
２）三郷市地域防災計画・・・・・災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づいて設置

された三郷市防災会議が作成する計画  
３）三郷市国土強靭化地域計画・・強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資

する国土強靱化基本法（平成２５年法律第９５号）に基づいて

策定される計画   
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【第２章】建築物の耐震化の現状と今後の目標 

 

１．これまでの取り組みによる耐震化の現状 

 （１）対象建築物 

    市では、平成２０年度から旧耐震基準で建築された「住

宅」及び「市有建築物」を対象として、耐震化の促進に取

り組んでいる。 

参 考 資 料 ６  多 数 の者 が利 用 する建 築 物 の一 覧  

 

（２）建築物の耐震化の推移  

 

住宅の耐震化率は、総務省統計局で公表している「住宅・土地統計調査」を基に算出。  

令和 7 年 3 月 31 日及び令和 8 年 3 月 31 日の数値については、「令和 5 年住宅・土地統計調査」

の調査結果を基に推計。  

 

 

 「住宅」及び「市有建築物」の定義  

種類 内容 

住宅 
・戸建住宅（長屋住宅を含む） 

・共同住宅  

市有建築物 

市が所有する建築物のうち、以下のいずれかのもの 

・耐震改修促進法第１４条第１号に規定する「多数の者が利用する 

建築物(原則、階数３以上かつ床面積１，０００㎡以上)」 

・災害時の拠点として重要な施設 

・子どもや高齢者が常時利用している建築物 

 住   宅     （単位：戸） 

  

昭和56年 5月までの旧耐震基準の建築物 
昭和56年 

6月以降の

新耐震基準

の建築物 

計 
耐震化率 
（％）  耐震性なし 耐震性あり 

a (b+c) b c d e=a+d (c+d)/e 

平成 20 年 
10 月 1 日 

18,223 9,143 9,080 31,247  49,470 81.5％ 

令和 5 年 
10 月 1 日 

15,915 5,438  10,477  46,385 62,300 91.3％ 

令和 7 年 
3 月 31 日 

15,056 5,062 9,994 48,765 63,821 92.1％ 

令和 8 年 
3 月 31 日 

14,488 4,812 9,676 50,347 64,835 92.6％ 
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市有建築物の耐震化率は、平成 20 年の本計画策定時の棟数を基に算出。 

※１耐震性なしとは、耐震診断を実施した結果、耐震性が不足しているものなどをいう。    

※２耐震性ありとは、耐震改修したもののほか、建替、除却、閉鎖したものをいう。 

 

※保健センター分室 

 市有建築物 （単位：棟） 

  

昭和56年 5月までの旧耐震基準の建築物 昭和 56 年 

6 月以降の 

新耐震基準

の建築物 

計 
耐震化率 
（％）  耐震性なし※１ 耐震性あり※２ 

a (b+c) b c d e=a+d (c+d)/e 

平成 21 年 
3 月 31 日 

84 57 27  46 130 56.2％ 

令和 3 年 
3 月 31 日 

84 1 83 
（うち建替2）

（うち除却9）

（うち閉鎖2）
46 130 99.2％ 

令和 8 年 
3 月 31 日 

84 1 83 
（うち建替2）

（うち除却9）

（うち閉鎖2）
46 130 99.2％ 

市有建築物の用途別の耐震化率（令和 8 年 3 月 31 日現在） 
（単位：棟） 

 

昭和56年 5月までの旧耐震基準の建築物 昭和56年 

6月以降の 

新耐震基準 

の建築物 

計 
耐震化率 

（％） 
  耐震性なし 耐震性あり 

a (b+c) b c d e=a+d (c+d)/e 

学校 62 0 62 （うち除却3） 19 81 100.0％

病院・診療所  ― ― ―  ― ― ―

劇場・集会場等 0 0 0  9 9 100.0％

店舗  ― ― ―  ― ― ―

ホテル・旅館等 ― ― ―  ― ― ―

賃貸住宅等 2 0 2 （うち閉鎖1） 0 2 100.0％

社会福祉施設等  13 0 13 
（うち除却5）

（うち閉鎖1） 10 23 100.0％

消防庁舎  1 0 1 （うち建替1） 2 3 100.0％

その他一般庁舎  2 1※ 1  1 3 66.7％

その他  4 0 4 
（うち建替1）

（うち除却1） 5 9 100.0％

合計 84 1 83
（うち建替2）

（うち除却9）

（うち閉鎖2）
46 130 99.2％
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２．本計画における耐震化の目標 

  

（１）計画期間 

    計画期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間

とする。 

期間中の社会情勢の変化や法令等の改正などに適切に対

応するため、定期的に耐震化の進捗や施策の状況を確認し、

必要に応じて計画の見直し等を行う。 

 

（２）対象建築物 

    対象とする建築物は、原則として、旧耐震基準で建築さ

れた「住宅」及び「市有建築物」とする。 

  

（３）耐震化の目標 

    「住宅」及び「市有建築物」の耐震化の目標は、次のと

おりとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本計画の目標  
令和１２年度  

令和６年度  
実績  

住宅  95.0％  92.1％  

市有建築物  100％  99.2％  

住宅の耐震化率の目標設定の考え方 
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【第３章】建築物の耐震化を促進するための施策 

 

１．住宅の耐震化の促進に関する施策 

    住宅の耐震化を促進するためには、建物所有者が地震対策

を自らの問題として認識し、自らの責任において取り組むこ

とが不可欠である。 

市では、こうした取り組みを可能な限り支援するため、以

下の施策を実施する。 

 

（１）補助事業による支援 

市は、建物の所有者の費用負担を軽減するため、補助事業

による支援に努める。 

参 考 資 料 ７  三 郷 市 耐 震 診 断 ・ 耐 震 改 修 等 費 用 助 成 事 業  

 

（２）相談窓口の設置 

    市は、所有者の不安等を払拭するための相談窓口を設置し、

耐震診断の依頼先を紹介するなど、耐震診断や耐震改修を行

いやすい環境を整える。 

参 考 資 料 ８  相 談 窓 口 の体 制  

 

（３）無料相談会等による啓発活動 

    市は、旧耐震基準の住宅を対象とした耐震化促進のための

戸別訪問や無料相談会等を開催し、耐震化に関する意識啓発

を図る。 

参 考 資 料 ９  無 料 相 談 会 等 による啓 発 活 動  

 

 （４）住宅耐震化緊急促進アクションプログラムの策定 

   市は、耐震化の目標達成を目指し、住宅の耐震化の促進を

図るための具体的な年度計画となる住宅耐震化緊急促進アク

ションプログラムを策定し、耐震化の事業推進を図る。 
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２．市有建築物の耐震化に関する施策 

   市は、市が所有する建築物の耐震化を速やかに完了すると

ともに、各建築物の耐震化情報の公開に努める。 

   なお、保健センター分室については、本計画期間内に耐震

化に向けた取り組みを行うよう検討する。 

 

３．その他耐震化の促進に関する施策 

 

（１）家具の転倒防止対策 

  市は、家具の転倒による圧迫死を防止するため、防災パン

フレットを配布するなど、家庭等での自助による取り組みを

啓発する。 

また、県が創設した「埼玉県家具固定サポーター登録制度」

の周知に努める。 

参 考 資 料 １ ０  埼 玉 県 家 具 固 定 サポーター登 録 制 度  

 

（２）地震ハザードマップによる情報提供 

  市は、地震による「揺れやすさ」、「建物倒壊の危険度」、「液

状化危険度」及び「避難場所の情報」等を示した三郷市地震

ハザードマップの周知を行う。 

参 考 資 料 １ １  三 郷 市 地 震 ハザードマップ 

 

（３）地震保険の加入率向上 

   地震による被害を補償する地震保険は、令和６年における

埼玉県内の世帯加入率が約３３．７％である。 

   市は、県と連携し、地震保険の保険料や補償内容の情報提

供等、地震保険の加入率向上のため、普及啓発に努める。 

参 考 資 料 １ ２  地 震 保 険 の概 要 
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（４）耐震改修計画認定 

耐震改修工法が構造上やむを得ないと認められた場合、防

火規定、容積率及び建蔽率等の制限を適用除外できる。 

市は、建築物の耐震化を促進するため、県と連携して耐震

改修計画認定制度の周知及び認定事務を行う。 

参 考 資 料 １ ３  耐 震 改 修 計 画 認 定 制 度  

 

（５）耐震性に係る表示制度 

耐震基準に適合していると認められた建築物の所有者は、

その建築物等に耐震認定マークを表示できる。 

市は、建築物の耐震化への機運を高めるため、県と連携し

て耐震性に係る表示制度の周知及び認定事務を行う。 

参 考 資 料 １ ４  耐 震 性 に係 る表 示 制 度  

 

 （６）区分所有建築物の耐震改修必要性認定 

区分所有建築物で耐震改修の必要があると認められた場合、

区分所有者の決議要件が緩和される（３／４→１／２）。 

市は、区分所有建築物の耐震化を促進するため、耐震改修

必要性認定制度の周知及び認定事務を行う。 

参 考 資 料 １ ５  耐 震 改 修 必 要 性 認 定 制 度  

 

 （７）県が取り組む民間建築物の耐震化の支援 

市は、県が取り組む民間の「多数の者が利用する建築物」

や「緊急輸送道路沿道建築物」の耐震化が図られるよう、必

要な支援を行う。 

                               参 考 資 料  ６  多 数 の者 が利 用 する建 築 物 の一 覧  

                               参 考 資 料 １ ６  緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物  

 

（８）外壁等の落下防止及び天井の脱落防止対策 

市は、県と連携し、地震時における建築物の窓ガラス、外

壁タイル、看板等の落下及び天井材等の非構造部材の脱落に
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よる危険を防止するため、既存建築物の所有者（管理者）に

対し、落下防止対策の普及啓発及び改修の指導等に努める。 

 

（９）エレベーター等の地震対策 

  大地震が発生した場合は、エレベーターの閉じ込めが発生

する可能性が高く、救助には長い時間を要する。また、エス

カレーターが脱落する可能性もある。 

  市は、エレベーター及びエスカレーターの脱落対策等の地

震対策について、定期報告制度を活用し、改修等の指導に努

める。また、エレベーターやエスカレーターが設置された建

築物の所有者等に対し、地震時のリスクを周知するとともに、

地震対策に努めるよう啓発等を図る。 

 

（１０）大雪対策 

平成２６年の大雪時には、屋根の崩落等、県内の建築物に

多大な被害が発生した。 

市は、法改正や各種制度通知等、国の動向に注視し、建築

物の大雪対策について適切な対応を行う。 

    

（１１）ブロック塀等の安全対策 

 現行の建築基準法等の規定に合わない塀や、劣化した塀は

地震時に倒壊しやすく、生命に関わる被害が生じることや、

道路を塞ぎ通行に支障をきたすことが考えられる。 

市は、道路に面するブロック塀等の所有者に対し、広報誌

やリーフレットの配布等によりブロック塀等の安全対策につ

いて周知を行うとともに、倒壊の危険性のあるブロック塀撤

去等の所有者費用負担を軽減するため、補助事業による支援

に努める。特に避難路※に面する危険ブロック塀等の所有者

に対しては、関連部局と連携を図りながら、重点的に補助事

業の案内を行い、避難路の安全確保に努める。 
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※避難路  １）三郷市地域防災計画で定める緊急輸送道路 

２）学校長が定める児童生徒が小学校又は中学校へ通う道 

参 考 資 料 １ ７  三 郷 市 ブロック塀 等 安 全 確 保 事 業 

 

（１２）新耐震基準の木造住宅への対応 

 平成２８年４月に発生した熊本地震及び令和６年１月に

発生した能登半島地震においては、新耐震基準の住宅のうち、

昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日までに建築さ

れたものについても、倒壊等の被害が確認された。 

 このことから、県及び市は適切な役割分担のもと、必要に

応じてこの期間中に適法に建築された住宅への地震対策の促

進に努める。  
 

（１３）高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローン等の融資

制度  

 県及び市は適切な役割分担のもと、高齢者世帯の住宅の耐

震化を促進するため、高齢者向けリバースモーゲージ型住宅

ローン等の耐震改修に関する融資制度の周知に努める。  
 

（１４）リフォームの機会を捉えた耐震改修 

リフォームに併せて耐震改修を行うことは、別々に工事を

行うよりも、所有者にとって費用面等でより経済的であると

考えられる。  
このことから、県及び市は適切な役割分担のもと、省エネ

やバリアフリー等のリフォームと併せた耐震改修について周

知を行い、地震対策の促進に努める。  
 

（１５）耐震シェルター等の活用 

 耐震改修が完了していない旧耐震基準の木造住宅は、地震

により倒壊する危険性があるため、生命に関わる被害がでる



10 
 

ことが考えられる。 

 そこで、地震により住宅が倒壊しても安全な空間を確保し、

生命を守ることができるよう、所有者費用負担を軽減するた

め、補助事業による支援に努める。 
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 【第４章】支援体制 

 

市は、住宅の耐震化を促進するにあたり、以下の団体と連携

して取り組む。 

 

（１）建築関係３団体 

  市では､戸建ての木造住宅の耐震化を促進するため､平成２４

年度から埼玉県建築士事務所協会、埼玉建築士会、埼玉建築設

計監理協会と協定を締結している。 

３団体は、建物所有者が安心して耐震診断を依頼できる体制

を整備しており、今後も支援の継続に努める。  
参 考 資 料 １ ８  建 築 関 係 ３ 団 体 との連 携  

 

（２）マンション管理士会 

   市では、マンションの管理適正化や耐震化に向けた区分所有

者間の合意形成を図るため、平成２７年度から埼玉県マンショ

ン管理士会と協定を締結している（令和６年度に再締結）。 

マンション管理士会では、協定後から無料相談会（毎月）及

びセミナー（６月）を開催しており、今後も支援の継続に努め

る。 

参 考 資 料 １ ９  埼 玉 県 マンション管 理 士 会 との連 携  

 

（３）三郷市商工会 

 市では、耐震改修の依頼先を紹介してほしいという市民から

の問い合わせに対応するため、平成２９年度から三郷市商工会

と耐震改修に関する協定を締結している。 

「商工会推薦の市内業者リスト」を活用し、関係団体との連

携を図りながら耐震改修が行いやすい環境づくりを整備してお

り、今後も支援の継続に努める。  
参 考 資 料 ２ ０  三 郷 市 商 工 会 との連 携  
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（４）彩の国既存建築物地震対策協議会 

市では、平成１０年に設置された協議会に参加しており、県

や他市町村及び建築関連団体と綿密な連携体制をとり、今後も

震前・震後対策の適正かつ円滑な推進を図る。 

参 考 資 料 ２ １  彩 の国 既 存 建 築 物 地 震 対 策 協 議 会 との連 携  

 



 

 

 

参考資料 

 

１ 埼玉県建築物耐震改修促進計画 

２ 地震と建築基準法等の変遷 

３ 埼玉県地震被害想定調査 

４ 三郷市の被害想定 

５ 大地震による建築物の損傷（イメージ） 

６ 多数の者が利用する建築物の一覧 

７ 三郷市耐震診断・耐震改修等費用助成事業 

８ 相談窓口の体制 

９ 無料相談会等による啓発活動 

     １０ 埼玉県家具固定サポーター登録制度 

１１ 三郷市地震ハザードマップ 

１２ 地震保険の概要 

１３ 耐震改修計画認定制度 

１４ 耐震性に係る表示制度 

１５ 耐震改修必要性認定制度 

１６ 緊急輸送道路沿道建築物 

１７ 三郷市ブロック塀等安全確保事業 

１８ 建築関係３団体との連携 

１９ 埼玉県マンション管理士会との連携 

２０ 三郷市商工会との連携 

２１ 彩の国既存建築物地震対策協議会との連携 



 
三郷市建築物耐震改修促進計画 

 
 

参考資料１ 
   埼玉県建築物耐震改修促進計画 

 

（１）計画期間 

   令和８年度から令和１２年度までの５年間 

 

（２）耐震化の目標 

 

 

現状 

令和６年度 

目 標 

令和７年度 令和１２年度 

住 宅 ９３．２％ ９５％ ９５％ 

耐震診断義務化建築物 ９６．６％ おおむね解消※ ― 

 

要緊急安全確認

大規模建築物 
９７．３％ ― おおむね解消※ 

要安全確認計画

記載建築物 
６２．５％ ― おおむね解消※ 

多数の者が利用

する建築物 

県有 

１００％ 

（令和元年度 

達成済み） 

― ― 

市町村有 ９８．５％ １００％ １００％ 

民間 ９５．６％ おおむね解消※ おおむね解消※ 

※耐震性が不十分な建築物をおおむね解消する 

 

（３）建築物の耐震化を促進するための役割分担 

 県 市町村 

住 宅 市町村支援 主体 

耐震診断義務化建築物 主体 県支援 

多数の者が利用する建築物 主体 県支援 

 

（４）耐震化の促進に向けた取組方針  

       ① 住宅 
     相談窓口の設置及び情報提供 

リーフレットの配布及びセミナー・講習会等の開催による啓発 
 

       ② 緊急輸送道路沿道の建築物 
     補助制度 特に重要となる路線の指定等 耐震診断を義務付ける路線の指定等 

耐震診断を義務付ける路線の指定 耐震診断結果の報告期限の設定及び公表 
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参考資料１ 
 

 

 

 

       ③ 多数の者が利用する建築物 

     補助制度 耐震サポーター登録制度 金融機関による融資 
     相談窓口の設置及び情報提供 公共建築物の対策 

 

       ④ その他  

     計画認定 計画認定マーク表示制度 新耐震基準の木造住宅への対応 

     エレベーター等の地震対策 窓ガラス、外壁等の落下防止及び天井の脱落防止対策 

     危険物貯蔵場等の安全対策 ブロック塀の安全対策 耐震シェルター等の活用 

     リフォーム改修の機会を捉えた耐震改修 家具の転倒防止対策 など 
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参考資料２ 
   地震と建築基準法等の変遷 

 

和暦 

（西暦） 
地震 耐震基準 

 

昭和 23 年
（1948 年） 

福井地震  

  

昭和 25 年
（1950 年） 

 ◆建築基準法制定  

 

昭和 39 年
（1964 年） 

新潟地震  

  

昭和 43 年
（1968 年） 

十勝沖地震  

  

昭和 46 年
（1971 年） 

 ◆建築基準法施行令改正  
「柱のせん断設計基準」の強化 . 

 

昭和 53 年
（1978 年） 

宮城県沖地震  

  

昭和 56 年
（1981 年） 

 ◆建築基準法施行令改正  
 大地震を想定した設計基準の導入  

 

平成 6 年
（1994 年） 

北海道南西沖地震  
 

平成 7 年
（1995 年） 

兵庫県南部地震  
◇耐震改修促進法制定  
 多数の者が利用する一定規模以上の建築物 
 → 耐震診断と耐震改修を努力義務化  

 

平成 12 年
（2000 年） 

 ◆建築基準法改正  
木造住宅の接合部の仕様を明示 

 

平成 16 年
（2004 年） 

新潟県中越地震  
 

平成 17 年
（2005 年） 

宮城県南部地震  
福岡西方沖地震  

◆建築基準法改正  
「耐震性が低い建物への是正命令」の法制化  

 

平成 18 年
（2006 年） 

 
◇耐震改修促進法改正  
「計画的な耐震化の推進」、  
 建築物に対する指導等の強化と支援措置の拡充  

 

平成 19 年
（2007 年） 

能登半島地震  
◆建築基準法改正  
「構造計算適合性判定制度」の導入、「構造計算方法」の 
 明確化  

 

平成 23 年
（2011 年） 

東北地方 
太平洋沖地震  

 
 

平成 25 年
（2013 年） 

 
◇耐震改修促進法改正  
 大規模建築物の耐震診断の義務化、耐震改修必要性認定 
 制度等の創設 

 

平成 28 年
（2016 年） 

熊本地震 
  

平成 30 年
（2018 年） 

大阪府北部の地震 
  

令和 6 年 
（2024 年） 

能登半島地震 
  

                 
 

新耐震設計法

崩壊させない

軽度なひび割れに留める

 
 
 
旧 

耐 

震 

基 

準 

 
 
 
 
 
 

新 

耐 

震 

基 

準 

旧耐震設計法

中
地
震

大
地
震

特に規定はない

(

震
度
６
強
未
満)

(

震
度
６
強
以
上)
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参考資料３ 
   埼玉県地震被害想定調査 

 

 

（１）想定地震の概要 

 
（２）想定地震の断層位置図 

  

 

（出典）「埼玉県地震被害想定調査報告書」（平成 26 年 3 月） 
断層線 

想定震源域（再検証） 

想定震源域（新規） 
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        参考資料４ 
   三郷市の被害想定 
 

  

 ※帰宅困難者数は、内閣府の帰宅困難率（内閣府（2013））を使って算出された値 

（出典）「埼玉県地震被害想定調査報告書」（平成 26 年 3 月） 

  

想定地震 

 

項   目 

東京湾 

北部地震 

茨城県南部 

地震 

立川断層帯 

による地震 

（破壊開始点：北） 

元禄型 

関東地震 

関東平野北西縁

断層帯地震 

(破壊開始点:中央) 

マグニチュード（Ｍ） 7.3 7.3 7.4 8.2 8.1 

市の最大震度 6 強 6 弱 5 弱 6 弱 5 強 

建物 

被害 

（棟） 

全壊数 1,189 468 0 138 0 

半壊数 3,331 1,157 0 498 1 

焼失数 
冬 18 時, 

8m/s 
76 12 0 7 2 

人的 

被害 

（人） 

死者数 

夏 12 時, 

8m/s 
22 1 0 0 0 

冬 5 時, 

8m/s 
42 1 0 1 0 

冬 18 時, 

8m/s 
29 1 0 1 0 

負傷者

数 

夏 12 時, 

8m/s 
209 39 0 26 0 

冬 5 時, 

8m/s 
402 59 0 42 0 

冬 18 時, 

8m/s 
256 44 0 29 1 

帰宅困難者数

（人）※ 

夏 12 時, 

休日 
19,748 17,945 4,626 19,741 18,630 

ライフライン 

上水道 

（断水人

口） 

18,181 58,410 0 3,589 1 

１日後 

避難者数（人） 

冬 18 時, 

8m/s 
7,541 2,798 3 931 9 

一週間後 

避難者数（人） 

冬 18 時, 

8m/s 
8,678 6,617 3 931 9 
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参考資料５ 
   大地震による建築物の損傷（イメージ） 

 

 

 大地震における損傷状況（損傷ランク別の比較） 

損傷ランク Ⅰ（軽微） Ⅱ（小破） Ⅲ（中破） Ⅳ（大破） Ⅴ（破壊） 

損

傷

状

況 

建 物 損 傷 

イ メ ー ジ 

     

建物の傾斜 
層間変形角 1/120 以下 

残留変形なし 

層間変形角 1/120～1/60  

残留変形なし 

層間変形角 1/60～1/30 

残留変形あり 

層間変形角 1/30～1/10 

倒壊は免れる 

層間変形角1/10以上 

残留変形なし 

基 礎 
換気口廻りのひび割れ 

小 

換気口廻りのひび割れ 

やや大 

ひび割れ多大、破断なし 

仕上げモルタルの剥離 

ひび割れ多大、破断あり

土台の踏み外し 

破断・移動あり 

周辺地盤の崩壊 

外 壁 モルタルひび割れ、微小 モルタルひび割れ モルタル、タイル剥離 モルタル、タイル脱落 モルタル、タイル脱落 

開 口 部 隅角部に隙間 開閉不能 ガラス破損 建具・サッシの破損、脱落  建具・サッシの破損、脱落  

筋 か い 損傷なし 損傷なし 仕口ズレ 折損 折損 

パ ネ ル わずかなズレ 
隅角部のひび割れ 

一部釘めり込み 

パネル相互の著しいズレ  

釘めり込み 

面外座屈、剥離、 

釘めり込み 
脱落 

修 復 性 軽微 簡易 やや困難 困難 不可 

（提供）山辺構造設計事務所 

 

阪神・淡路大震災（平成７年、最大震度７）の被害状況 
 

① 人的被害と住宅被害状況         ②建築年別の被害状況 

 

 
  
 
 

 
熊本地震（平成２８年、最大震度７（２回記録））の被害状況 

 

① 人的被害と住宅被害状況         ②建築年別の被害状況 

 

 

 

 

死者・行方不明者 6,437 人 

全 壊 104,906 棟 

半 壊 144,274 棟 

一部破損 390,506 棟 

死 者 273 人 

全 壊 8,667 棟 

半 壊 34,719 棟 

一部破損 163,500 棟 

（出典）平成７年阪神淡路大震災 建築震災調査委員会中間報告書

（出典）内閣府ＨＰ災害情報 

（出典）熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書

（出典）内閣府ＨＰ災害情報 
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参考資料５ 
  

 

能登半島地震（令和６年、最大震度７）の被害状況 

 

① 人的被害と住宅被害状況         ②建築年別の被害状況 

 

 

 

 

  

死 者 634 人 

全 壊 6,532 棟 

半 壊 23,680 棟 

一部破損 134,949 棟 

（出展）令和６年能登半島地震における 
建築物構造被害の原因分析を行う委員会報告書 

（出展）内閣府ＨＰ災害情報 



三郷市建築物耐震改修促進計画 

 

 

参考資料６ 
   多数の者が利用する建築物の一覧 

 

※幼保連携型認定こども園は、施設の状況に応じていずれかの用途に分類する

分 類 用 途 

規模（階数、床面積の 
両方が規模以上のもの

が対象）  

階 数 床面積 

学校  幼稚園、幼保連携型認定こども園※ 2 階 500 ㎡ 

小学校等（小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援校） 2 階 1000 ㎡ 

学校（小学校等以外の学校）  3 階 1000 ㎡ 

病院、  
診療所 

病院、診療所  3 階 1000 ㎡ 

劇場、  
集会場等 

劇場、集会場、観覧場、映画館、演芸場、公会堂  3 階 1000 ㎡ 

店舗等 展示場  3 階 1000 ㎡ 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗  3 階 1000 ㎡ 

遊技場  3 階 1000 ㎡ 

公衆浴場  3 階 1000 ㎡ 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール 
その他これらに類するもの  

3 階 1000 ㎡ 

卸売市場  3 階 1000 ㎡ 

ホテル、 
旅館等 

ホテル、旅館  3 階 1000 ㎡ 

賃貸共同

住宅等 
賃貸住宅（共同住宅に限る）、寄宿舎、下宿  3 階 1000 ㎡ 

社会福祉 
施設等 

保育所、幼保連携型認定こども園※ 2 階 500 ㎡ 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの  2 階 1000 ㎡ 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター 
その他これらに類するもの  

2 階 1000 ㎡ 

消防庁舎 消防署その他これらに類する公益上必要な建築物  3 階 1000 ㎡ 

その他  
一般庁舎 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 
（不特定かつ多数の者が利用するものに限る) 

3 階 1000 ㎡ 

その他 体育館 1 階 1000 ㎡ 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設  3 階 1000 ㎡ 

博物館、美術館、図書館  3 階 1000 ㎡ 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 3 階 1000 ㎡ 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で 
旅客の乗降又は待合の用に供するもの  

3 階 1000 ㎡ 

自動車車庫その他の自動車または自転車の停留又は駐車のための施設 
（一般の公共の用に供されるもの）  

3 階 1000 ㎡ 

事務所  3 階 1000 ㎡ 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く）  3 階 1000 ㎡ 
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参考資料７ 

   三郷市耐震診断・耐震改修等費用助成事業 

 

 
 市では、住宅の所有者が耐震改修等を実施する場合、その費用の一部を 
補助している。 
 

（１）対象となる建築物 

  一戸建ての住宅（木造・２階以下）及び分譲マンション 
 

（２）補助額の概要 

 

対 象 区 分 補 助 額 

一戸建て 

の住宅 

診 断 
診断費用の１０／１０ 

(上限１０万円) 

改 修 
改修費用の１／３ 

(上限５０万円) 

リフォーム※ リフォーム費用の１０％ 

（上限２０万円） 

耐震シェルターまたは 

防 災 ベ ッ ド の 設 置 

設置費用の１／２ 

(上限２５万円) 

分譲 

マンション 
診 断 

次のいずれか少ない額 

①診断費用の２／３かつ面積限度 

②住戸の戸数×１０万円 

(上限３００万円) 

※耐震改修と併せて実施するリフォームが対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

一戸建て木造住宅の耐震化にかかる費用の目安 

 

   耐震改修工事 （100～150 万未満の工事が最も多い）  

耐震シェルター 

0        25        50       75      100      200      300      400      500 万円 

耐震診断 

防災ベッド 

（一財）日本建築防災協会の調査による 市の補助実績による 

各メーカーへのヒアリングによる 

各メーカーへのヒアリングによる 
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参考資料７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一戸建て木造住宅の耐震改修工事（イメージ） 

 

 

耐震シェルター 

 

 部屋の中にパネルや鉄骨のフレ 

ームを設置して強固な空間を作る。 

 主に寝室に設置し、昼間の地震 

発生時は一時避難所として利用で 

きる。 

 

防災ベッド 

 

 鉄骨などの強固なフレームを 

ベッドの上部に設置する。  

 部屋を囲うタイプと比べて設置 

期間が短くて済む。 

 

 

（注）工事内容は耐震診断の結果により異なる。 

 

筋かい 

① 壁の増設や 

    筋かいの設置 

② 屋根の軽量化（瓦→スレート） 

 
③ 柱、梁（はり）の補強 

金物 

④ 基礎部分の補強 

パネル等のフレーム 

を設置 

家が倒壊しても 

フレーム内は無被害 

 
 
 
 基礎 

壁 

補強金具 
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埼玉県 都市整備部 建築安全課                   ＴＥＬ 048-830-5527 
震災対策・構造指導担当 （第 2 庁舎 1 階）         ＦＡＸ 048-830-4887 

参考資料８ 
   相談窓口の体制 

 

 

（１）「住宅」に関する窓口 

（２）「多数の者が利用する建築物」に関する窓口 

 

 

総合窓口

三郷市 まちづくり推進部 開発指導課 ＴＥＬ 048-930-7743（直通）

建築指導係（市役所３階） ＦＡＸ 048-953-8981

Ｍａｉｌ kaihatsu@city.misato.lg.jp

（一戸建て木造住宅）

一般社団法人 埼玉県建築士事務所協会 ＴＥＬ 048-864-9313

一般社団法人 埼玉建築士会 ＴＥＬ 048-861-8221

一般社団法人 埼玉建築設計監理協会 ＴＥＬ 048-861-2304

（分譲マンション）

一般社団法人埼玉県マンション管理士会 ＴＥＬ 048-711-9925

（紛争トラブル）

埼玉県住宅供給公社住まい相談プラザ ＴＥＬ 048-658-3017

連
携
体
制 



三郷市建築物耐震改修促進計画 

参考資料９ 

   無料相談会等による啓発活動 

 

 

 市では、市職員が直接住宅所有者に大地震の危険性、耐震改修の必要性、

助成制度等を説明し、その場で住民の疑問に回答することにより、耐震診

断・耐震改修を促進し、耐震化向上に努めている。また、マンションの耐震

改修を促進するため、建築関係３団体・一般社団法人埼玉県マンション管理

士会と協定を結び、無料相談会などを開催している。 

 なお、耐震化の実績については、年度ごとにホームページで公表する。 

 

 （１）住宅耐震化促進のための戸別訪問 

    

      時 期  

     通年（平成２８年度～） 

    

   内 容 

     住宅の耐震化の必要性や補助制度の 

    活用を説明。 

     

 （２）無料相談会 

 

      時 期  

     毎月１回（平成２７年１１月～） 

   場 所 

     瑞沼市民センター 

   内 容 

     耐震化やマンションの管理に関する 

    悩みごとについて、専門家からアドバ 

    イスを受ける。 
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参考資料１０ 

   埼玉県家具固定サポーター登録制度 

 

 

 県では、平成２６年度から建設業関係団体と連携し、「埼玉県家具固定サ

ポーター登録制度」を開始している。 

 この制度に登録している業者は、家具類の固定に関する専門家であり、相

談や見積り（無償）、施工（有償）を安心して依頼することができる。 

 なお、登録業者は１２０社（令和７年２月現在）おり、リストは県のホー

ムページで閲覧できる。 

  

  。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家具固定器具の設置例 

縦桟 

「すきま家具」を使えば、収納

量も増加する。 

「Ｌ字金物」は、壁裏の縦桟に

木ねじで取り付ける。 

すきま家具 
天

井 

「つっぱり棒」は、家具の端部

に設置する。 

（提供）神戸大学付属図書館 震災文庫 

つっぱり棒 Ｌ字金物 

家 

具 

家

具 
家

具 

壁 

（注）標準的な工事費は、家具１つで 5,000 円、３つで 10,000 円程度。 

      その他、固定金具代、補強の当て板などが別途加算されることがある。 

阪神淡路大震災では、600 人以上 

の方が家具の転倒が原因で命を落 

としている。 
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参考資料１１ 

   三郷市地震ハザードマップ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （出典）三郷市地震ハザードマップ（令和６年３月） 
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全損 

大半損 

一部損 

小半損 

参考資料１２ 
   地震保険の概要 

 

 地震による建物や家財の損害は、火災保険の補償対象とはならないため、

万が一に備え、地震保険に加入することが大事です。 

 

（１）対象となるもの 

                

 

 

 

（２）地域・建物の構造ごとの保険料 （地震保険ご契約金額１００万円あたり） 

建物の所在地(都道府県) 
建物の構造区分 

木造 非木造 

埼玉県 ４，１１０円 ２，６５０円 

千葉県・東京都・神奈川県・静岡県 ４，１１０円 ２，７５０円 

 

（３）損害状況ごとの支払い保険金 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）日本損害保険協会（令和５年１２月） 

住居のみに使用される 

建物および併用住宅 

30 万円以下の家具や電化

製品など 

（出展）財務省ＨＰ地震保険の基本料率（令和４年１０月）

契約金額の 

１００％ 
（時価が限度） 

支払われる保険金 損害の状況 

 

 
家財の時価の 

８０％以上 

家財の損害額が 

 

 
家財の時価の 

６０～８０％未満 

家財の損害額が 

 

 
家財の時価の 

１０～３０％未満 

家財の損害額が 

契約金額の 

６０％ 
（時価の６０％が限度） 

契約金額の 

５％ 
（時価の５％が限度） 

建物 家財 

損害額の程度 

建物 家財 

 

建物の延床面積の 

７０％以上 

焼失・流失した部分の床面積が 

 

建物の時価の 

５０％以上 

基礎・柱・壁・屋根などの損害額が 

 

建物の延床面積の 

５０～７０％未満 

焼失・流失した部分の床面積が 

 

建物の時価の 

４０～５０％未満 

基礎・柱・壁・屋根などの損害額が 

 

床上浸水 

または地盤面から４５ｃｍを超える浸水 

全損・大半損・小半損に至らない建物が 

 

建物の時価の 

３～２０％未満 

基礎・柱・壁・屋根などの損害額が 

 

 
家財の時価の 

３０～６０％未満 

家財の損害額が 

契約金額の 

３０％ 
（時価の３０％が限度） 

 

建物の延床面積の 

２０～５０％未満 

焼失・流失した部分の床面積が 

 

建物の時価の 

２０～４０％未満 

基礎・柱・壁・屋根などの損害額が 
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参考資料１３ 
   耐震改修計画認定制度 

 

（１）認定対象工事 

 既存建物の耐震性を向上させるための工事（壁や筋かい、床等の増設や鋼

板巻きによる柱の補強工事等）が対象。 

 

（２）認定による特例 

工事により現行の防火規定や容積率、建蔽率の制限に抵触する場合、認定 

を受けることで当該制限は適用除外となる。 

また、認定をもって建築確認の手続きを行ったものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（３）申請区分 

 用途 申請先 

 

分譲マンション等 埼玉県  

 
長屋住宅等 三郷市 

（出典）改正 建築物の耐震改修の促進に関する法律・同施行令等の解説

増築部分 既存建築物 

新たに作った床

新たに作った柱

 改修前の 

 バルコニー幅 
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参考資料１４ 
   耐震性に係る表示制度 

 

 地震に対する安全性が確保されている旨の認定を受けた建物の所有者は、

その建物が認定を受けている旨を表示することができる。 

 この認定を受けることができる建物は、新耐震、旧耐震の別や、用途、規

模等に関わらず、全てのものが対象となる。 

 なお、申請先は、用途や規模などにより異なる。 

 

 （１）認定マーク 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 （２）申請区分 

 

 用途 申請先 

 

分譲マンション等 埼玉県 

 
一戸建て木造住宅等 三郷市 

 

認定を受けた建物所有者が 

掲げることができるマーク 
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参考資料１５ 
   耐震改修必要性認定制度 

 

 これまでは、区分所有建築物の耐震改修をする場合、建物の区分所有等に

関する法律に基づき、区分所有者などの各４分の３以上の決議を経る必要が

あった。 

 平成２５年からは、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、県や

市が耐震改修を行う必要がある旨の認定をした場合には、区分所有法の決議

要件が２分の１に引き下げとなった。 

 

 （１）耐震改修工事内容と必要な決議区分 

 

 右記以外 形状または効用の著しい変更 

（例） 
柱や梁にシートや鉄板を 

巻きつける工事 

柱の下部を切断し、免震のための 

部材を挿入する工事 

決議要件 １／２以上 

耐震改修の 

必要性に係る認定

がなされた場合 

その他の場合 

１／２以上 ３／４以上 

 

 （２）申請区分 

 

 用途 申請先 

 

分譲マンション等 埼玉県  

 
長屋住宅等 三郷市 
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参考資料１６ 

   緊急輸送道路沿道建築物 
 

 
県では、大地震において救命救急や物資輸送の要となる道路を緊急輸送 

道路に指定し、沿道にある建築物（閉塞建築物）や建築物に附属する塀の耐震

化を進めている。 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 
      

出典)埼玉県 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

市内にある県指定の緊急輸送道路 

（参考）閉塞建築物とは 

前面道路の幅員が１２ｍを超える場合、 

幅員の１/２の高さを超える建築物の 

ことをいう。 

特
定
建
築
物 

高さ（L/２） 

前面道路（L） 

中央 
45° 

凡例 

第一次特定緊急輸送道路 

第一次緊急輸送道路 

第二次緊急輸送道路 

〇三郷市役所 
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参考資料１７ 

   三郷市ブロック塀等安全確保事業 

 

 
 市では、道路（避難路又は公衆用道路）に面する危険ブロック塀等の所有

者がその塀の除却等を実施する場合、その費用の一部を補助している。 
 

（１）対象となる主な条件 

  ①道路（避難路又は公衆用道路）に面する危険な塀であること 
  ②市内業者が施工すること 
  ③新設（除却工事を行った範囲内に限る）は、補強コンクリートブロ

ック塀の場合は、道路面からの高さが８０cm 以下とすること 
 

（２）補助額の概要 

 

対象 

 

補助額 区分 算定方法 

ブロック

塀等 

除却と新設を 

合算した額 

 

避難路 

（上限５０万円） 

 

公衆用道路 

（上限４０万円） 

除却 

次のいずれか少ない額 

①実費（円）の２／３ 

②除却長さ（ｍ）×１万円×２／３ 

新設 

次のいずれか少ない額 

①実費（円）の２／３ 

②新設長さ（ｍ）×２万円×２／３ 
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参考資料１８ 
   建築関係３団体との連携 

 

 
建築関係３団体との協定書（平成２４年３月２７日締結） 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 協定団体（順不同） 

 一般社団法人 埼玉建築士会 
 一般社団法人 埼玉県建築士事務所協会 
 一般社団法人 埼玉建築設計監理協会 
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参考資料１9 
埼玉県マンション管理士会との連携 

 

 

埼玉県マンション管理士会との協定書（令和 ７年 ３月１０日締結） 

（当初:平成２７年１０月１５日締結） 
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参考資料２０ 
三郷市商工会との連携 

 

 

三郷市商工会との協定書（平成２９年３月１日締結） 
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参考資料２１ 
   彩の国既存建築物地震対策協議会との連携 

 

 

 彩の国既存建築物地震対策協議会規約 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加団体（順不同） 

 埼玉県 

 ６３市町村（三郷市を含む） 

 １１建築関係団体 

一般社団法人埼玉建築士会       一般社団法人埼玉県建築士事務所協会 

一般社団法人埼玉県建築安全協会    一般社団法人埼玉建築設計監理協会 

一般社団法人埼玉県建設業協会     公益財団法人埼玉県住宅センター 

埼玉土建一般労働組合         建設埼玉 

埼玉県住まいづくり協議会       一般財団法人さいたま住宅検査センター 

一般社団法人日本建築構造技術者協会関東甲信越支部 埼玉サテライト(JSCA 埼玉）





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三郷市建築物耐震改修促進計画 
（令和８年度～令和１２年度） 

 
 
 

令和８年３月 

三郷市まちづくり推進部開発指導課 


